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介護保険総合データベースの現状と第三者提供に関する検討の経緯

1. 介護保険総合データベースの概要

• 介護保険総合データベース（以下「介護ＤＢ」という）は、介護保険法第197条第１項※１の規定に基づき、

要介護認定情報や介護レセプト情報等について、個人情報を匿名化した上で、市町村から任意でデータ提供さ

れたものであり、平成25年度から運用を開始している。当該データの一部は「地域包括ケア『見える化』シス

テム」等において利用されている。

※１ 介護保険法第197条第１項

厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、保険給付の効果に関する評価のためその他、必要があると認めるときは、そ
の事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。

2. 介護DBに保有する情報の第三者提供に係る検討の経緯

• 介護ＤＢに保有する情報は、現行では行政のみが利用しており第三者提供を行った実績はない。一方、医療

保険のレセプト情報・特定健診等情報データベース（ＮＤＢ)については、「高齢者の医療の確保に関する法

律」（以下、高確法）等の規定に基づき、厚生労働大臣のもとに設置された有識者会議において、格納されて

いる情報の第三者への提供にあたってのルールが定められ、第三者提供が行われている。

• 介護保険部会において、データベースをより有効活用するため、ＮＤＢと同様に利用目的が公益性の高い場

合には、第三者への提供を可能とすることが適当であるとされた※２。

※２ 社会保障審議会介護保険部会意見（平成28年12月９日）（抜粋）

なお、地域包括ケア「見える化」システムにおいて活用されている、介護保険総合データベースのデータについては、データ
ベースをより有効活用するために、データの利用目的が公益性の高い場合には、第三者提供を可能とすることが適当である。

この場合、個人情報保護は当然に重要であり、この点も含め、データを提供する対象、データ利用に係る手続き等については、
別途、検討の場を設けて検討することとするのが適当である。 1



要介護認定情報・介護レセプト等情報の提供にあたっての法令等整備

1. 平成29年介護保険法改正において、介護保険法第百十八条の二※３によって、利用目的が明確化され

るとともに、市町村から介護ＤＢへのデータ提供が義務化されることとになった。
※３ 介護保険法第百十八条の二

厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持
増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次に掲げる事項に関する情報について調査及び分析を行い、その結果を公表
するものとする。

一 介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の状況その他の厚生労働省令で定め
る事項

二 被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況その他の厚生労働省令で定める事項

２ 市町村は、厚生労働大臣に対し、前項に規定する調査及び分析に必要な情報を、厚生労働省令で定める方法により提供しな
ければならない。

３ 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都道府県及び市町村に対し、第一項に規定する調査及び分析に必要な情報を、
厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる。

2. 第三者提供にあたっては、ＮＤＢの第三者提供における法令等整備※４を参考に、介護保険法のもと

に第三者提供について規定する告示を定めることとした。
※４ NDBデータの第三者提供における法令等整備

NDBで保有するデータの第三者提供においては、高確法のもとに、告示「高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第二項
の規定に基づき保険者及び後期高齢者医療広域連合が厚生労働大臣に提供する情報の利用及び提供に関する指針」を定めている。
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今後の要介護認定情報・介護レセプト等情報の利用の流れ

介護保険法に基づく利用 左記以外の利用

厚生労働省老健局 都道府県・市町村

介護給付費等に要する費用の額に関する調査及び分析
被保険者の要支援・要介護認定調査に関する調査及び分析

国民の健康保持増進及びその有する能力の維持向上に資する調査及び分析

国による分析

国に対し、介護保険法に定めら
れた目的の分析に必要な情報の
提供を要請し、入手

結果の公表

都道府県・市町村による分析

厚生労働省内の他部局
関係省庁・自治体

左記以外の主体
（研究機関等）

国民の健康の保持増進等を
目指した正確なエビデンスに

基づく施策の推進

○左記施策に有益な分析・研究
○学術研究の発展に資する目的で

行う分析・研究

ガイドラインに基づく有識者による審査
※データ利用の目的や必要性等について審査

※データ利用の目的として「公益性の確保」が必要

大臣決定

データ提供の可否について大臣に助言

データ提供の申し出

結果の公表

データ提供

分析の実施
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※所掌事務の遂行に必要な
範囲内であることが前提



本会議での検討事項等について

1. ガイドラインの検討
• NDBでは、「レセプト情報等の提供に関する有識者会議」での議論を踏まえ、平成23年3月にガイドラインを
制定し、その後も改正を行っている。

• 介護DBにおいても、NDBのガイドラインを参考に、審査の基準となるガイドラインについて検討することと
してはどうか。

2. ガイドラインに基づく審査
• NDBでは、「レセプト情報等の提供に関する有識者会議 審査分科会」において、ガイドラインに基づき
データ提供の申し出について審査を行っている。

• 介護DBにおいても、ガイドラインを制定した後、個別の提供申請に対する提供の可否について審査を行うこ
ととしてはどうか。

3. その他の第三者提供について検討を要する事項
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